
1 

議 会 報 告 会 報 告 書 

開催日時 平成２７年２月１４日（土） １０時００分から１１時４０分まで 

開催場所 北池自治会自治会館（北池自治会） 

参加人数 １４人  （男性６人、女性８人） 

班編成 １ 班   宮 尾 尚 子 、 田 中 久 子 、 山 本 雅 之 

役割分担 

代 表 者 宮 尾 尚 子 司会進行者 田 中 久 子 

報 告 者  記 録 者 山 本 雅 之 

報告内容 

□議会の活動状況 □決算等の審議状況 □その他重要と思われる事項 

■報告なし 

質 疑 （質疑） （答弁） 

 Ｑ 子供たちの給食費や医療費の無料

化をしている市町村があるが、働

く若い世代の頑張りを阻害しない

か。 

 

Ｑ 住宅地になった今も水路は農地の

ころのままなので、大雨の度に水

があふれるが何とかならないか。 

 

Ｑ 大災害の時、住民に情報を周知す

る方法は。 

 

Ｑ 防災無線は聞こえないが。設置基

準はどうなっているのか。 

 

 

 

 

 

Ａ 少子高齢化が進み、収入も増えな

い状況。出生率を向上させる施策

である。 

 

 

Ａ 町内には同じような問題が多い。

緊急性のあるところから処理をし

ている状況。 

 

Ａ まずは防災無線である。 

 

 

Ａ 今回の設置で町内全域が聞こえる

説明があった。現実には聞こえな

いという声が多い。 

危機管理Ｇ補足 

 防災行政無のデジタル化に伴い町 

 内に７か所増設し、２５か所にス 

ピーカーを設置しています。 
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 Ｑ 聞こえなければ増やす考えや 

  その他の考えはないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 災害時の非常食はどのぐらい備蓄

しているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 避難場所は逃げやすいところに行

けないのか。 

 

 

 

Ａ 個別無線機などの防災無線以外の

伝達手段を提案している。 

危機管理Ｇ補足 

 毎月１日の正午に防災行政無線に 

よる試験放送を実施しています。 

住民の皆さんには、屋外で聴く体 

制をとっていただきたいと思いま 

す。それ以外に、テレビ・ラジオ・ 

インターネット・メール配信サー 

ビスなどの情報伝達手段を整備し 

ています。複数の情報収集手段の 

確保をお願いします。 

 

Ａ 以前の答弁では７千食とのことだ

った。消防分署の倉庫に備蓄され

ている。 

危機管理Ｇ補足 

 町備蓄計画に基づき、避難所非難

者数の２日分として、アルファ化

米、クラッカーなど、８，０００

食以上備蓄しており、計画的に整

備しています。消防署播磨分署の

倉庫に備蓄しており、学校やコミ

センなど避難所に分散を進めてい

ます。 

 

Ａ 一次避難はどこでも受け入れても

らえる。 

危機管理Ｇ補足 

 自分の命を守るために、発災時は

一時避難場所に避難してくださ

い。町外の一時避難場所が近い場

合は、そちらに避難していただい

て結構です。 

その後、生活するための避難場所

である町内の小学校などに避難し

てください。 
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 Ｑ 雨の後、自治会内の町有地（代替

え地）に水が溜まる。近隣に被害

が出る前になんとかできないか。 

 

 

 

Ｑ かつての新池団地から町道新設に

伴う立ち退きで北池に移住すると

きに、５０所帯の自治会になると

いう約束だったが未だに実現しな

い。 

 

 

 

 

Ｑ 北池の南にできた団地の侵入路

は、うちの自治会内道路だけだ。 

なんとかできないか。 

 

 

Ｑ 播磨町は福祉タクシーの利用制限 

が厳しい。もう少し利用者の事情

を考慮できないか。（車がない・子

供がそばにいない・通院や介護者

単独の使用はできないか・公共交

通の利便性が悪いなど） 

Ａ 砂を入れるとか売却を進めるよう 

担当部署に提言する。 

総務Ｇ補足 

 現況を確認の上、適正に対処しま

す。 

 

Ａ 蓮池校区は若い世代に人気が高

く、売却が進めば自治会の活性化

につながる。自治会の思いを行政

に伝える。 

総務Ｇ補足 

 今後、都市計画道路整備など町の

方針を検討の上、判断していきた

い。 

 

Ａ 担当部署に確認する。 

土木Ｇ補足 

 当該地は民有地に囲まれているた

め、町としては関与できない。 

 

Ａ 担当部署に確認する。 

福祉Ｇ補足 

 身体障害者手帳１・２級、療育手

帳Ａ判定の方で、ご本人が所得税

非課税の方と、精神障害者保健福

祉手帳１級の方で、ご本人が所得

税非課税の方には、１枚５００円

分のチケットを年間５２枚交付し

ています。 

 その他、福祉有償運送制度の移送

サービスとして、車いすを使用す

る概ね６５歳以上の高齢者および

身体障がい者であって、心身の状

態により他の交通機関の利用が困

難であり、病院や福祉施設に行く

際、家庭の移動手段の確保が困難

である方の移送を、社会福祉協議

会が行っています。 
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料金は２Ｋｍまでが３００円、そ

れ以降 1Ｋｍごとに１００円が加

算されます。 

 詳しくは社会福祉協議会（０７９-

４３５－１７１２）にお問い合わ

せください。 

備 考  

 


